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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒子の平面性（最短長さ／粒子断面長さ）が０．９５～１．００である平面粒子を、６
０％～１００％の個数割合で含有し、
　粒子の平均粒子径ｄ５０が、４μｍ～１３μｍであり、
　かつ、前記粒子の平均厚みｔが０．０８２μｍ～０．１２μｍである、
　アトマイズドアルミニウム粉のボールミル磨砕物であるアルミニウム顔料。
【請求項２】
　前記平面粒子を、６０％～９８％の個数割合で含有する、請求項１に記載のアルミニウ
ム顔料。
【請求項３】
　前記粒子の平均厚みｔ（μｍ）に対する平均粒子径ｄ５０（μｍ）の比（ｄ５０／ｔ）
が、９０～１５９である、請求項１又は２項に記載のアルミニウム顔料。
【請求項４】
　ｄ５０／ｔが、９０～１４９である、請求項１乃至３のいずれか一項に記載のアルミニ
ウム顔料。
【請求項５】
　前記粒子の、表面の平均粗さＲａが２～１２ｎｍである、請求項１乃至４のいずれか一
項に記載のアルミニウム顔料。
【請求項６】
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　請求項１乃至５のいずれか一項に記載のアルミニウム顔料の製造方法であって、
　アトマイズドアルミニウム粉を、ボールミルを具備する磨砕装置により磨砕する工程を
有する、アルミニウム顔料の製造方法。
【請求項７】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載のアルミニウム顔料を含む塗料組成物。
【請求項８】
　請求項７に記載の塗料組成物を含有する塗膜。
【請求項９】
　請求項８に記載の塗膜を有する物品。
【請求項１０】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載のアルミニウム顔料を含むインキ組成物。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のインキ組成物を含む印刷物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アルミニウム顔料及びその製造方法、アルミニウム顔料を含む塗料組成物、
塗膜、当該塗膜を有する物品、インキ組成物、及び印刷物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、アルミニウム顔料は、他の顔料にない独特なメタリック感と、下地に対する
優れた隠蔽力を併せ持つ顔料として、各種分野において多用されている。
　近年、自動車ボディ塗装や自動車内装用部品塗装、光学機器用メタリック塗装等におい
て、ミラー調で高級感を有する外観が重要視されるようになってきており、その製品が持
つ本来の機能と同等以上の価値観を発揮する観点から、今後、一層重要視されることが予
想される。
【０００３】
　上述したような優れた外観特性を実現する方法としては、アルミニウム顔料の粒子の微
粒子化が挙げられる。アルミニウム顔料の粒子を微粒子化すると、緻密感の向上に効果が
あることが知られている。
　しかしながら、アルミニウム顔料の粒子を微粒子化すると、塗膜中の粒子の配向性が低
下して、輝度低下や散乱光の発生が増加するという問題を有している。
【０００４】
　かかる問題を改善するために、アルミニウム粒子の薄膜化という方法が挙げられる。
　例えば、特許文献１においては、原料アルミニウム粉末の磨砕時間を長くすることによ
り、アルミニウム粒子を薄膜化し、金属光沢に優れ、メッキ調の外観を実現することがで
きるアルミニウム顔料が開示されている。
　また、特許文献２、特許文献３においては、所定の薄膜アルミニウム顔料についての開
示がなされており、アルミニウム粒子の厚さ分布（相対的幅Δｈの範囲）やアスペクト比
を特定することにより、分散性等の作業性の向上を図っている。
　また、特許文献４においては、金属蒸着法によるアルミニウム顔料の製造方法について
の開示がなされており、当該製造方法においては、粉砕機を用いた機械加工によるアルミ
ニウム顔料の製造方法とは全く異なる方法を採用しており、アルミニウム粒子膜厚を薄く
、かつ単一厚みに設定し、平滑性も非常に優れているものを製造し、緻密感、高輝度、高
光沢を得ることを可能としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－８２２５８号公報
【特許文献２】特開２０１４－１５９５８３号公報
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【特許文献３】国際公開第２００４／０８７８１６号パンフレット
【特許文献４】特表２００２－５２８６３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一方、自動車ボディ塗装や自動車内装用部品塗装、光学機器用メタリック塗装における
意匠性の傾向を見ると、従来から需要が高かった高光沢かつ高輝度の金属調の意匠に加え
て、緻密感があり、さらに正反射領域での輝度が極めて高く、散乱光の発生が非常に少な
いミラー調のメタリック意匠への要求が高まってきている。
　また、グラビア印刷、オフセット印刷、スクリーン印刷等の高級印刷インキ分野におい
ても、同等なミラー調のメタリック意匠への要求が高まってきている。
【０００７】
　しかしながら、上述した特許文献１～３に記載されているアルミニウム顔料は、アルミ
ニウム粒子を薄く延ばしたものとすることにより優れた金属光沢を得るものであるが、高
い緻密感と、正反射領域での高輝度と、低い散乱光の発生とを、全て実現させるという観
点においては、未だ十分な特性が得られていないという問題を有している。
　また、特許文献４に記載のアルミニウム顔料においても、蒸着法で製造することにより
高い緻密感と高輝度を有しているが、上記と同様に、高い緻密感と、正反射領域での高輝
度と、低い散乱光の発生とを、全て実現させるという観点においては、未だ十分な特性が
得られていないという問題を有している。
　上述したように、従来提案されている技術は、いずれにおいても、高い緻密感と正反射
領域での高輝度と、少ない散乱光の発生とを全て実現し得るアルミニウム顔料は得られて
いないという問題を有している。
【０００８】
　そこで本発明においては、上述した従来技術の問題点に鑑み、高い緻密感と正反射領域
での高輝度と、少ない散乱光の発生とを全て満足し得る、光学特性に優れた、ミラー調の
メタリック意匠を実現可能なアルミニウム顔料を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、上記従来技術の課題について鋭意検討した結果、アルミニウム顔料の粒
子の断面形状に着目し、塗膜の断面にある粒子の断面形状について、粒子の平面性（最短
長さ／粒子断面長さ）が０．９５～１．００の範囲である粒子の比率を特定の範囲とし、
さらには粒子の平均粒子径（ｄ５０）を特定の範囲とすることにより、高い緻密感が得ら
れ、正反射領域での輝度が極めて高く、散乱光の発生が少ない、ミラー調のメタリック意
匠を発現し得る、アルミニウム顔料が得られることを見出し、本発明を完成するに至った
。
　すなわち、本発明は以下のとおりである。
【００１０】
〔１〕
　粒子の平面性（最短長さ／粒子断面長さ）が０．９５～１．００である平面粒子を、６
０％～１００％の個数割合で含有し、
　かつ、粒子の平均粒子径ｄ５０が、４μｍ～１５μｍである、アルミニウム顔料。
〔２〕
　前記平面粒子を、６０％～９８％の個数割合で含有する、前記〔１〕に記載のアルミニ
ウム顔料。
〔３〕
　前記粒子の平均厚みｔが０．０３μｍ～０．１２μｍである、前記〔１〕又は〔２〕に
記載のアルミニウム顔料。
〔４〕
　前記粒子の平均厚みｔ（μｍ）に対する平均粒子径ｄ５０（μｍ）の比（ｄ５０／ｔ）
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が、９０～２５０である、前記〔１〕乃至〔３〕のいずれか一に記載のアルミニウム顔料
。
〔５〕
　前記粒子の、表面の平均粗さＲａが２～１２ｎｍである、前記〔１〕乃至〔４〕のいず
れか一に記載のアルミニウム顔料。
〔６〕
　前記〔１〕乃至〔５〕のいずれか一に記載のアルミニウム顔料の製造方法であって、
　アトマイズドアルミニウム粉を、ボールミルを具備する磨砕装置により磨砕する工程を
有する、アルミニウム顔料の製造方法。
〔７〕
　前記〔１〕乃至〔５〕のいずれか一に記載のアルミニウム顔料を含む塗料組成物。
〔８〕
　前記〔７〕に記載の塗料組成物を含有する塗膜。
〔９〕
　前記〔８〕に記載の塗膜を有する物品。
〔１０〕
　前記〔１〕乃至〔５〕のいずれか一に記載のアルミニウム顔料を含むインキ組成物。
〔１１〕
　前記〔１０〕に記載のインキ組成物を含む印刷物。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、高い緻密感が得られ、正反射領域での輝度が極めて高く、かつ散乱光
の発生が少ない、ミラー調のメタリック意匠を実現可能なアルミニウム顔料を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】アルミニウム顔料の粒子の平面性の評価方法を説明するための、電界放出形のＦ
Ｅ－ＳＥＭ（ＨＩＴＡＣＨＩ製／Ｓ－４７００）を使用して得られたアルミニウム顔料の
粒子断面のＦＥ－ＳＥＭ像の写真の一例を示す。
【図２】〔実施例２〕のアルミニウム顔料の粒子断面の、電界放出形のＦＥ－ＳＥＭ（Ｈ
ＩＴＡＣＨＩ製／Ｓ－４７００）を使用して得られたＦＥ－ＳＥＭ像の写真を示す。
【図３】〔比較例１〕のアルミニウム顔料の粒子断面の、電界放出形のＦＥ－ＳＥＭ（Ｈ
ＩＴＡＣＨＩ製／Ｓ－４７００）を使用して得られたＦＥ－ＳＥＭ像の写真を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための形態（以下、「本実施形態」という。）について、詳細
に説明する。
　以下の本実施形態は、本発明を説明するための例示であり、本発明を以下の内容に限定
する趣旨ではない。本発明は、その要旨の範囲内で適宜変形して実施できる。
【００１４】
〔アルミニウム顔料〕
　本実施形態のアルミニウム顔料は、粒子の平面性（最短長さ／粒子断面長さ）が０．９
５～１．００である平面粒子を、６０％～１００％の個数割合で含有し、かつ、粒子の平
均粒子径ｄ５０が、４μｍ～１５μｍである。
【００１５】
　本実施形態のアルミニウム顔料において、粒子の平均粒子径ｄ５０、粒子の平面性（最
短長さ／粒子断面長さ）、平均厚みｔ（μｍ）は、下記のように定義される。
【００１６】
　平均粒子径ｄ５０（μｍ）は、メディアン径であり、当該平均粒子径ｄ５０はレーザー
回折／散乱式粒子径分布測定装置を用いて測定することができる。
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　本実施形態のアルミニウム顔料の平均粒子径ｄ５０は４μｍ～１５μｍである。
　本実施形態のアルミニウム顔料の粒子の平均粒子径ｄ５０は、上記数値範囲内であれば
よく、最終的に目的とする意匠性に合わせて、微粒子、小粒子を選択すればよい。
　粒子の平均粒子径ｄ５０が４μｍ以上であることにより、本実施形態のアルミニウム顔
料を用いた塗膜中で粒子が一定方向に配向し、光の散乱を低下させることができ、さらに
輝度も高くでき好ましい。
　また、平均粒子径が１５μｍ以下であることにより、後述する粒子の平面性（最短長さ
／粒子断面長さ）を好ましい範囲に調整しやすく、緻密感があるメタリック塗膜を得るこ
とができ好ましい。
　本実施形態のアルミニウム顔料の粒子の平均粒子径は、好ましくは５μｍ以上１３μｍ
以下であり、より好ましくは６μｍ以上１２μｍ以下である。
　アルミニウム顔料の平均粒子径ｄ５０は、後述するアルミニウム顔料の製造方法におい
て、原料アトマイズドアルミニウム粉を、ボールミルを用いて磨砕する工程で、原料アト
マイズドアルミニウム粉の粒子径、磨砕ボールの１個あたりの質量、磨砕装置の回転数を
適宜調整することにより制御することができる。
【００１７】
　粒子の平面性（最短長さ／粒子断面長さ）は、本実施形態のアルミニウム顔料を含む塗
料組成物により形成した塗膜の断面のＦＥ－ＳＥＭ像を取得し、画像解析ソフトにて計測
することにより求めることができる。
　計測方法について説明する。
　前記塗膜の断面のＦＥ－ＳＥＭ像において、粒子断面の両先端を直線で結んだ計測値を
「最短長さ」とする。また、粒子断面の両先端を粒子断面の形状に沿って結んだ線の計測
値を「粒子断面長さ」とする。
　粒子断面長さに対する最短長さの比（最短長さ／粒子断面長さ）の値を粒子の平面性と
して定義する。
　粒子の平面性は、１．００に近いほど粒子の反り及び歪みが小さいことを示す。
　前記の定義により１００個の粒子の平面性を求める。
　粒子の平面性の度合については、区別する閾値を０．９５とし、０．９５～１．００の
範囲の粒子を平面粒子と定義し、その比率を（％：個数割合）として求める。
　塗膜断面の作製、ＦＥ－ＳＥＭ像の取得、画像解析は、後述する実施例に記載する方法
により実施することができる。
【００１８】
　本実施形態のアルミニウム顔料は、上述した粒子の平面性が０．９５～１．００の範囲
の平面粒子を個数割合で６０％～１００％含む。
　平面粒子の割合が６０％以上であることにより、正反射領域での輝度を高くし、散乱光
を減少させることができ、好ましい意匠が得られる。
　すなわち、本実施形態のアルミニウム顔料においては、粒子の平面性が０．９５～１．
００の範囲の粒子を６０％～１００％含むことにより、正反射領域での輝度が極めて高く
、さらに、散乱光が非常に少ないミラー調のメタリック意匠が得られる。
　粒子の平面性が０．９５～１．００の範囲の粒子の含有比率は、好ましくは６０％以上
９８％、より好ましくは６５％以上９８％以下であり、さらに好ましくは７０％以上９８
％以下である。
　平面粒子の割合が９８％以下であることにより、本実施形態のアルミニウム顔料を製造
するために必要な磨砕時間が極端に長くならず、生産性に優れる。
【００１９】
　本実施形態のアルミニウム顔料の粒子の平均厚みｔ（μｍ）は、前記の粒子の平面性の
測定で適用した塗膜断面のＦＥ－ＳＥＭ像を用い、かつ画像解析ソフトを用いて計測する
ことにより求めることができる。
　具体的には、塗膜断面のＦＥ－ＳＥＭ像においてランダムに粒子を１００個選択し、粒
子の断面厚さの自動計測を実施し、１００個の算術平均値を算出することにより求めるこ
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とができる。
　本実施形態のアルミニウム顔料の粒子の平均厚みｔ（μｍ）は、０．０３μｍ～０．１
２μｍであることが好ましい。
　平均厚みｔが０．０３μｍ以上であることにより、上述した粒子の平面性（最短長さ／
粒子断面長さ）を０．９５～１．００の範囲に制御することが容易となり、正反射領域で
の輝度を高く、散乱光を低下でき、好ましい。
　粒子の平均厚みｔが０．１２μｍ以下であることにより、粒子端部の陰影面積を好適に
調整でき、緻密感が得られ、また、散乱光を小さくでき、好ましい。
　本実施形態のアルミニウム顔料の粒子の平均厚みｔ（μｍ）は、より好ましくは０．０
３μｍ以上０．１０μｍ以下であり、さらに好ましくは０．０４μｍ以上０．０９μｍ以
下である。
【００２０】
　本実施形態のアルミニウム顔料の粒子の平均厚みｔに対する平均粒径ｄ５０の比（ｄ５
０／ｔ）は、アルミニウム粒子のアスペクト比であり、本実施形態においては、当該アス
ペクト比が９０～２５０であることが好ましい。
　アスペクト比が９０以上であることにより、正反射領域でのより高い輝度、並びに、よ
り高い隠蔽力が得られ、薄膜塗装に用いた場合に、塗膜においてミラー調で高級感が得ら
れる。
　また、アスペクト比が２５０以下であることにより、粒子の反り、歪み、及びクラック
を防止することができ、粒子の破断が生じず、散乱光の発生を非常に少なくすることがで
きる。
　本実施形態のアルミニウム顔料の粒子のアスペクト比（ｄ５０／ｔ）は、より好ましく
は１００以上２５０以下であり、さらに好ましくは１３０以上２５０以下である。
【００２１】
　本実施形態のアルミニウム顔料の粒子の表面の平均粗さＲａは、アルミニウム顔料の粒
子の表面の平滑性を示す指標であり、原子間力顕微鏡等を含むＳＰＭ（Scanning Probe M
icroscope）により測定することができる。
　この平均粗さＲａは２～１２ｎｍであることが好ましい。
　平均粗さＲａが１２ｎｍ以下であることで粒子表面の平滑性が高いために、光の正反射
光量が高くなり、より高い輝度感が得られる。平均粗さＲａが２ｎｍ以上であることによ
り、本実施形態のアルミニウム顔料を製造するために必要な磨砕時間が極端に長くならず
、生産性に優れる。
　このＲａは２～１０ｎｍがより好ましく、２～８ｎｍがさらに好ましい。
【００２２】
〔アルミニウム顔料の製造方法〕
　上述した本実施形態のアルミニウム顔料の製造方法について以下説明する。
　本実施形態のアルミニウム顔料は、アトマイズドアルミニウム粉を、ボールミルを具備
する磨砕装置により磨砕する工程を有する。
　原料となるアトマイズドアルミニウム粉の粒径を大きくすること、磨砕ボールの１個当
たりの質量を小さくすること、磨砕装置の回転速度を小さくすること、等の条件を適宜調
整し、組み合わせることにより、上述した粒子の平面性（最短長さ／粒子断面長さ）が０
．９５～１．００である平面粒子の割合を大きくすることができる。
　また、磨砕ボールの１個当たりの質量を大きくすること、磨砕装置の回転数を大きくす
ること、アルミニウム顔料の粒子の平均厚みｔを薄くすること、等の条件を適宜調整し、
組み合わせることにより、上記平面粒子の割合を小さくすることができる。
　上記操作を行うことに加え、平均粒子径（ｄ５０）を本実施形態の範囲に調整すること
、及び生産性を良好とすることも加味し、磨砕条件を決定する。
【００２３】
　平均粒子径ｄ５０が４μｍ～１５μｍの範囲とすることを考慮した場合、特に好ましい
磨砕条件は、原料として、好ましくは粒径１．５～５．０μｍ、より好ましくは粒径１．
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５～４．０μｍのアトマイズドアルミニウム粉を用い、磨砕装置で使用する磨砕ボールの
１個当たりの質量を、好ましくは０．０８～１１．００ｍｇ、より好ましくは０．０８～
９．００ｍｇとし、磨砕装置の回転速度を臨界回転数（Ｎｃ）に対して３３％～７８％、
より好ましくは３６％～５７％とする条件を組み合わせる。
　上述した方法により磨砕ボールから受けるアルミニウム粒子に加わる衝撃力を調整し、
かつアルミニウム粒子の平均厚みｔ（μｍ）に対する平均粒子径ｄ５０（μｍ）の比を９
０～２５０の範囲とすることで、粒子の平面性（最短長さ／粒子断面長さ）が０．９５～
１．００の範囲の平面粒子を個数割合で６０％～１００％含む本実施形態のアルミニウム
顔料が得られる。
【００２４】
　ボールミル等で使用する磨砕ボールの比重は、上記平面粒子の割合を大きくすることを
容易とする観点、及びアルミニウム粒子の表面平滑性を高くする観点から８以下であるこ
とが好ましく、７．５以下であることがより好ましく、７以下であることがさらに好まし
い。
　なお、磨砕ボールの比重は、磨砕溶剤の比重より大きいことが好ましい。磨砕ボールの
比重が磨砕溶剤の比重より大きいことにより、磨砕ボールが溶剤に浮いてしまうことが防
止でき、磨砕ボール同士のずり応力が十分に得られ、磨砕が十分に進行する傾向にある。
【００２５】
　本実施形態のアルミニウム顔料の製造方法で使用する磨砕ボールとしては、ステンレス
ボール、ジルコニアボール、ガラスボール等の表面平滑性が高いものが、アルミニウム粒
子の表面平滑性の調整及び磨砕ボールの耐久性の観点から好ましい。
　一方で、表面平滑性の低い、鋼球、アルミナボール等は、アルミニウム粒子の表面平滑
性の調整及び磨砕ボールの耐久性の観点から好ましくない。
　このため、例えば、ステンレスボールの場合、機械的研磨及び化学的研磨により表面平
滑性を高めたものを用いることが好ましい。
【００２６】
　磨砕ボールの１個当たりの質量は、上述したように、０．０８～１１．００ｍｇである
ことが好ましい。
　質量が０．０８ｍｇ／個以上の磨砕ボールを用いることにより、磨砕ボールが個々の運
動をせず集団又は塊状で運動するために磨砕ボール同士のずり応力が低下して磨砕が進行
しなくなる現象、いわゆるグループモーションの発生を防止することができる。
　また、質量が１１．００ｍｇ／個以下の磨砕ボールを用いることにより、アルミニウム
粉末に過大な衝撃力が加わることを防止し、反り、歪み、クラック等の発生を防止するこ
とができる。
【００２７】
　原料となるアトマイズドアルミニウム粉としては、アルミニウム以外の不純物の少ない
物が好ましい。
　アトマイズドアルミウム粉の純度は、好ましくは９９．５％以上であり、より好ましく
は９９．７％以上であり、さらに好ましくは９９．８％以上である。
【００２８】
　原料となるアトマイズドアルミニウム粉の平均粒子径は、１．５～５．０μｍが好まし
く、１．５～４．０μｍがより好ましい。
　アトマイズドアルミニウム粉が１．５μｍ以上の平均粒子径であることにより、磨砕加
工時に粒子に加わるエネルギーが過大とならず、粒子の反り、歪みを防止でき、粒子形状
を良好に保つことができ好ましい。
　また、アトマイズドアルミニウム粉が５．０μｍ以下の平均粒子径であることにより、
その磨砕加工品の粒子の平均粒子径を１５μｍ以下に調整することができ、本実施形態の
アルミニウム顔料を好適に得られる傾向にある。
　原料となるアトマイズドアルミニウム粉の形状としては、球状粉、涙滴状粉のようなも
のが好ましい。これらを用いることにより、磨砕時のアルミニウム顔料の形状が崩れにく
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くなる傾向がある。一方において、針状粉や不定形粉は、磨砕時のアルミニウム顔料の形
状が崩れやすいため好ましくない。
【００２９】
　ボールミルを具備する磨砕装置により、本実施形態のアルミニウム顔料を製造する際に
は、磨砕溶剤を用いることが好ましい。
　磨砕溶剤の種類としては、以下に限定されるものではないが、例えば、従来から使用さ
れているミネラルスピリット、ソルベントナフサ等の炭化水素系溶剤や、アルコール系、
エーテル系、ケトン系、エステル系等の低粘度の溶剤が挙げられる。
　アトマイズドアルミニウム粉の磨砕条件としては、アトマイズドアルミニウム粉のアル
ミニウムの質量に対する磨砕溶剤の体積が１．５～１６．０倍であることが好ましく、２
．０～１２．０倍がより好ましい。アトマイズドアルミニウム粉のアルミニウムの質量に
対する磨砕溶剤の体積が１．５倍以上であることで、アトマイズドアルミニウム粉の長時
間磨砕に伴う、反り、歪み、クラック等を防止することができ好ましい。
　また、アトマイズドアルミニウム粉のアルミニウムの質量に対する磨砕溶剤の体積が、
１６．０倍以下であることで、磨砕時のミル内の均一性が向上し、アトマイズドアルミニ
ウム粉が磨砕メディアと効率良く接触し、磨砕が好適に進行する傾向にある。
【００３０】
　磨砕溶剤の体積に対する磨砕ボールの体積（磨砕ボールの体積／磨砕溶剤の体積）は、
０．５～３．５倍であることが好ましく、０．８～２．５倍であることがより好ましい。
　磨砕溶剤の体積に対する磨砕ボールの体積が０．５倍以上であることにより、磨砕時の
ミル内の磨砕ボールの均一性が向上し、磨砕が好適に進行する傾向にある。
　また、磨砕溶剤の体積に対する磨砕ボールの体積が３．５倍以下であることにより、ミ
ル内の磨砕ボールの比率が好適な範囲となり、ボールの積層が高くなりすぎないことで、
磨砕応力による粒子の反り、歪み、クラック等の形状劣化の問題が防止され、輝度の低下
や散乱光が強くなることを防止することができ好ましい。
【００３１】
　ボールミルを具備する磨砕装置により本実施形態のアルミニウム顔料を製造する際には
、上述した磨砕溶剤に加え、磨砕助剤を用いることが好ましい。
　磨砕助剤としては、ノンリーフィング顔料としての特性を示すものであればよく、以下
に限定されるものではないが、例えば、オレイン酸等の高級不飽和脂肪酸、ステアリンア
ミン等の高級脂肪族アミン、ステアリルアルコール、オレイルアルコール等の高級脂肪族
アルコール；ステアリン酸アミド、オレイン酸アミド等の高級脂肪酸アミド；ステアリン
酸アルミ、オレイン酸アルミ等の高級脂肪酸金属塩等が挙げられる。
　磨砕助剤は、アトマイズドアルミニウム粉の質量に対し、０．２～３０質量％の量で使
用することが好ましい。
【００３２】
　アトマイズドアルミニウム粉の磨砕に用いるボールミルは、直径が０．６ｍφ～２．４
ｍφであることが好ましく、０．８ｍφ～２．０ｍφであればより好ましい。
　直径が０．６ｍφ以上のボールミルを用いることにより、磨砕ボールの積層が低くなり
すぎず、磨砕加工時のアルミニウム粒子に加わる圧力が好適な範囲となり、磨砕が好適に
進行する傾向にある。
　また、直径が２．４ｍφ以下のボールミルを用いることで、磨砕ボールの積層が高くな
りすぎず、ボールの重みによる、粒子の反り、歪み、クラック等の形状劣化の問題が防止
され、輝度の低下や散乱光が強くなることを防止することができ好ましい。
【００３３】
　アトマイズドアルミニウム粉の磨砕の際のボールミルの回転速度は、上述したように、
臨界回転数（Ｎｃ）に対して３３％～７８％とすることが好ましく、３６％～５７％とす
ることがより好ましい。
　回転速度／臨界回転数の比が３３％以上であることにより、ボールミル内のアルミスラ
リーやボール運動の均一性が保たれ好ましい。
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　また、回転速度／臨界回転数の比が７８％以下であることにより、磨砕ボールが掻き上
げられたり、自重で落下したりする挙動が防止され、磨砕ボールから受けるアルミニウム
粒子に加わる衝撃力が高くなりすぎず、粒子の反り、歪み、クラック等の形状劣化の問題
が防止され好ましい。
【００３４】
　なお、本実施形態のアルミニウム顔料は、上述したアトマイズドアルミニウム粉を磨砕
する工程を有する製造方法以外にも、真空蒸着法によって製造することもできる。
【００３５】
〔塗料組成物〕
　本実施形態の塗料組成物は、上述した本実施形態のアルミニウム顔料を含む。
　本実施形態の塗料組成物は、アルミニウム顔料に加え、マイカや着色顔料等を併用する
ことができる。
　また、本実施形態の塗料組成物には、各種樹脂や、酸化防止剤、光安定剤、重合禁止剤
、界面活性剤等の各種の添加剤を併用してもよい。
　本実施形態の塗料組成物は、アルミニウム顔料と、その他必要に応じて各種の材料を混
合することにより製造することができる。
　本実施形態の塗料組成物は、メタリック塗料として用いることができる。
【００３６】
〔塗膜、当該塗膜を具備する物品〕
　本実施形態の塗膜は、上述した本実施形態のアルミニウム顔料を含み、上述した塗料組
成物を所定の基材に塗布することにより形成することができる。
　前記基材としては各種の物品を選択することができ、当該選択された物品により目的と
するものに本実施形態の塗膜を形成することができる。
　当該物品としては、例えば、自動車ボディ、自動車内装用部品、家電、携帯電話機、ス
マートホン、ＰＣ、タブレット、カメラ、テレビ等の光学機器等が挙げられる。
　塗膜の形成方法としては、特に限定されるものではなく、目的とする物品に応じて適宜
従来公知の方法を適用することができる。
【００３７】
〔インキ組成物、印刷物〕
　本実施形態のインキ組成物は、上述した本実施形態のアルミニウム顔料を含む。
　本実施形態のインキ組成物は、上述したアルミニウム顔料に加え、所定の着色顔料、溶
剤等を併用することができる。
　また、本実施形態のインキ組成物には、各種樹脂や、酸化防止剤、光安定剤、重合禁止
剤、界面活性剤等の各種の添加剤を併用してもよい。
　本実施形態のインキ組成物は、アルミニウム顔料と、その他必要に応じて各種の材料を
混合することにより製造することができ、メタリックインキとして用いることができる。
　また、本実施形態の印刷物は、上述した本実施形態のアルミニウム顔料を含み、上述し
たインキ組成物を用いて印刷を行うことにより形成することができる。印刷物としては、
グラビア印刷、オフセット印刷、スクリーン印刷等で塗膜を形成するインキ印刷物が挙げ
られる。
【００３８】
〔その他の用途〕
　その他、本実施形態のアルミニウム顔料は、樹脂等と混練して、耐水性のバインダー、
フィラーとして用いることもできる。
【実施例】
【００３９】
　以下、実施例及び比較例を示して本実施形態をより詳しく説明する。
　本実施形態は、以下の実施例によって何ら限定されるものではない。
　なお、実施例及び比較例中で用いた各種物性の測定方法は以下の通りである。
【００４０】
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〔（Ｉ）粒子の平均厚み：ｔ〕
（（１）塗装板の作製）
　後述する実施例及び比較例で得られたアルミニウム顔料を使用して、下記の組成でメタ
リックベース塗料を作製した。
　　アルミニウム顔料：　　　　　　　　　　　　　　　２ｇ
　　シンナー：　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０ｇ
　　　（武蔵塗料株式会社製、商品名「プラエースシンナー　Ｎｏ．２７２６」）
　　アクリル樹脂：　　　　　　　　　　　　　　　　３３ｇ
　　　（武蔵塗料株式会社製、商品名「プラエース　Ｎｏ．７１６０」）
　エアスプレー装置を用いて上記塗料をＡＢＳ樹脂板に乾燥膜厚が２０μｍになるように
塗装し、６０℃のオーブンで３０分乾燥し、メタリックベース塗装板を得た。
　前記のメタリックベース塗装板上に、下記の組成で作製したトップコート塗料を、エア
スプレー装置を用いて塗装した。
　　ヒタロイドワニス３６８５Ｓ　（日立化成製）：　　　２５ｇ
　　混合シンナー：　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０ｇ
　　　（溶剤混合比率／トルエン：４５質量％、酢酸ブチル：３０質量％、
　　　　　　　　　酢酸エチル：２０質量％、２－アセトキシ－１－メトキシプロパン：
５質量％）
　　デュラネート　ＴＰＡ１００　（旭化成ケミカルズ製）：　５ｇ
　前記の塗装後、６０℃のオーブンで３０分乾燥し、評価用塗装板を得た。
【００４１】
（（２）塗膜の断面作製）
　上記のようにして製造した評価用塗装板を用いて、下記の手順で塗膜断面を作製した。
　ハサミを使い、前記評価用塗装板を２ｃｍ四方の大きさに分断した。
　分断した２ｃｍ四方の評価用塗装板を、大型回転式ミクロトーム（大和光機工業製／Ｒ
Ｖ－２４０）を使用して、塗膜断面を繰り返し切削し、断面に突起したミクロなアルミ・
アクリル樹脂を取り除いた。
　前記により得られた塗膜断面を、イオンミリング装置（日本電子製／ＩＢ－０９０１０
ＣＰ）を使用して、塗膜断面から２０μｍ離れた部分までイオンビーム照射が可能なよう
設定し、イオンミリング処理を行い、後述するＦＥ－ＳＥＭ像取得用の塗膜断面を作製し
た。
【００４２】
（（３）粒子断面（ＦＥ－ＳＥＭ像）の取得）
　前記（（２）塗膜の断面作製）で得られた塗膜断面（塗装板）を、ＳＥＭ試料台に平行
になるように接着し、電界放出型のＦＥ－ＳＥＭ（ＨＩＴＡＣＨＩ製／Ｓ－４７００）を
使用して、前記塗膜断面のＦＥ－ＳＥＭ像を取得した。
　ＦＥ－ＳＥＭ観察・取得の条件は、加速電圧の設定を５．０ｋＶで調整し、像倍率は１
万倍及び５千倍とした。粒子の厚みは高倍率の１万倍で測定を行った。一方、後述する粒
子の平面性（最短長さ／粒子断面長さ）は５千倍で測定を行った。
　また、ＦＥ－ＳＥＭ像を取得（キャプチャー）する前に、電子工学軸アライメント処理
を行い、ＦＥ－ＳＥＭ像のアルミニウム粒子とアクリル樹脂の境界線に歪みがでないよう
にした。
【００４３】
（（４）解析（粒子断面における粒子の平均厚み計測））
　前記（（Ｉ）－（３））の粒子断面（ＦＥ－ＳＥＭ像）の取得手順で得たＦＥ－ＳＥＭ
像（１万倍）、及び画像解析ソフトＷｉｎ　Ｒｏｏｆ　ｖｅｒｓｉｏｎ　５．５（ＭＩＴ
ＡＮＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ製）を用いて、アルミニウム粒子断面における粒子の厚
みの計測、及び平均厚みの算出を実施した。
　アルミニウム粒子の断面における粒子の厚み計測を実施するＦＥ－ＳＥＭ像を画像表示
し、ＲＯＩラインを選択して画像の５μｍスケールにＲＯＩラインを合わせ、登録・変更
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から長さ・単位を入力して設定した。
　次に、アルミニウム粒子の断面の厚み計測を実施すべき画像を表示させ、長方形ＲＯＩ
を選択して、粒子の断面に長方形ＲＯＩを合わせて２値処理を実施した。
　次に、計測の垂直弦長の測定項目を選択させた後、計測実行をさせ、画像解析ソフトに
よる自動計測値（垂直弦長値）を画像に表示した。
　このように、前記の画像解析ソフトＷｉｎ　Ｒｏｏｆ　ｖｅｒｓｉｏｎ　５．５を用い
て、後述する〔（ＩＶ）平均粒子径：ｄ５０〕の、平均粒子径：ｄ５０の±５０％以内の
ものを１００個選択し、アルミニウム粒子の断面における厚みの自動計測を実施し、１０
０個の算術平均値を算出し、粒子の平均厚みｔを求めた。
【００４４】
〔（ＩＩ）粒子の平面性（最短長さ／粒子断面長さ）の評価〕
　前記（（Ｉ）－（３））粒子断面（ＦＥ－ＳＥＭ像）の取得手順で得たＦＥ－ＳＥＭ像
（５千倍）、及び前記（（Ｉ）－（４））解析で使用した画像解析ソフトを用いて、アル
ミニウム粒子の平面性（最短長さ／粒子断面長さ）の測定を実施した。
　粒子の平面性（最短長さ／粒子断面長さ）の測定を行う一例の画像を図１に示す。
　前記画像解析ソフトＷｉｎ　Ｒｏｏｆ　ｖｅｒｓｉｏｎ　５．５の直線ツールと曲線ツ
ールを選択し、アルミニウム粒子の断面の両先端を直線で結んだ計測値を最短長さ、両先
端をアルミニウム粒子の断面に沿って結んだ線の計測値を粒子断面長さとし、（最短長さ
／粒子断面長さ）の値をアルミニウム粒子の平面性とした。
　この前記の手順を繰り返し実施し、１００個の粒子の平面性の値を求めた。
　また、平面性の値を求めるため選択したアルミニウム粒子は、後述する〔ＩＶ〕の平均
粒子径：ｄ５０の±５０％以内のものとした。
　粒子の平面性の値は、１．００に近いほど、粒子の反り、歪み等の程度が小さいことを
示す。
　なお、図２は、後述する〔実施例２〕のアルミニウム顔料の粒子の断面の、電解放出型
のＦＥ－ＳＥＭ（ＨＩＴＡＣＨＩ製／Ｓ－４７００）を使用して得られたＦＥ－ＳＥＭ像
の写真を示す。
　また、図３は、後述する〔比較例１〕のアルミニウム顔料の粒子の断面の、電解放出型
のＦＥ－ＳＥＭ（ＨＩＴＡＣＨＩ製／Ｓ－４７００）を使用して得られたＦＥ－ＳＥＭ像
の写真を示す。
　図２と図３とを対比すると、図２の方が、最短長さに対して粒子断面長さが近いことが
分かる。
【００４５】
〔（ＩＩＩ）平面粒子の割合〕
　前記の（ＩＩ）により求めた１００個の粒子の平面性（最短長さ／粒子断面長さ）の値
から、粒子の平面性の閾値を０．９５とし、０．９５～１．００の範囲に収まっているア
ルミニウム粒子の割合を求めた。
　本実施形態のアルミニウム顔料は、粒子の平面性が０．９５～１．００の範囲の平面粒
子の個数割合が６０％～１００％である。
【００４６】
〔（ＩＶ）平均粒子径：ｄ５０〕
　アルミニウム顔料の平均粒子径（ｄ５０）を、レーザー回折／散乱式粒子径分布測定装
置（ＬＡ－３００／株式会社　堀場製作所）により測定した。
　測定溶剤としては、ミネラルスピリットを使用した。
　測定は機器取扱説明書に従い実施したが、留意事項として、試料となるアルミニウム顔
料は、前処理として２分間の超音波分散を行った後、分散槽の中に投入し適正濃度になっ
たのを確認後、測定を開始した。
　測定終了後、ｄ５０は自動表示された。
【００４７】
〔（Ｖ）アスペクト比（ｄ５０／ｔ）〕
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　前記（ＩＶ）で測定した平均粒子径：ｄ５０値を、前記で解析・算術平均値を求めた粒
子の平均厚み：ｔで割った値（ｄ５０／ｔ）をアスペクト比とし、算出した。
【００４８】
〔（ＶＩ）粒子の平均粗さ：Ｒａ〕
アルミニウム顔料の平均粗さＲａは下記の方法で測定した。
（（１）前処理）
　後述する実施例、比較例で得られたアルミニウム顔料はミネラルスピリット、ソルベン
トナフサとの混合物のため、洗浄処理を実施した。
　Ａｌペースト１００ｍｇをスクリュー管に採取し、トルエン５ｍＬを添加した。
　ハンドシェイクで数１０秒間振盪して分散させ、遠心分離を実施した。
　上澄みを除去して再度トルエン５ｍＬを添加して同様に分散及び遠心分離を実施した。
　沈殿したＡｌペースト少量（数ｍｇ程度）を採取し、トルエン５ｍＬに分散させ、１ｃ
ｍ角のシリコンウエハに滴下、風乾した。
（（２）測定用画像の取得）
　粒子の平均粗さＲａの測定は、以下の条件で実施した。
　４μｍ角の視野を確保できる粒子を選択して、下記の条件により、測定用の画像を取得
した。
　装置：Ｂｒｕｋｅｒ　ＡＸＳ製　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ Ｉｃｏｎ
　測定モード：Ｔａｐｐｉｎｇ ｍｏｄｅ
　プローブ：ＮＣＨ型Ｓｉ単結晶プローブ（ｋ＝０４０Ｎ／ｍ　ｔｙｐ）
　測定視野：４μｍ角　／　５１２ｐｉｘｅｌ
（（３）解析及びＲａの算出）
　解析は装置付属の解析ソフトを使用して実施した。
　一次の傾き補正を行った後、粗さ解析機能を用いてＲａを算出した。
　ソフトウェア：Ｎａｎｏｓｃｏｐｅ Ａｎａｌｙｓｉｓ（装置付属の解析ソフト）
　測定後の補正：一次の傾き補正
　粗さ計測：Ｒａ（自動算出）
【００４９】
〔（ＶＩＩ）輝度、散乱光量、緻密感の評価〕
（（１）塗料及び塗装板の作製）
　後述する実施例及び比較例により得られたアルミニウム顔料を使用して、下記の組成で
メタリックベース塗料を作製した。
　　アルミニウム顔料：　　　　　　　　　　　　２ｇ
　　混合シンナー：　　　　　　　　　　　　　　６ｇ
　　（溶剤混合比率／メチルエチルケトン：４０質量％、酢酸エチル：４０質量％、
　　　　　　　　イソプロピルアルコール：２０質量％）
　　ポリウレタン樹脂：　　　　　　　　　　　　８ｇ　
　　　（三洋化成工業株式会社製　商品名「サンプレンＩＢシリーズ　１７００Ｄ」）
　次に、バーコーター（Ｎｏ．６）を用いて上記メタリックベース塗料をＰＥＴフィルム
上に乾燥膜厚が３μｍになるように塗装し、室温にて乾燥し、メタリックベースの評価用
塗装板を得た。
【００５０】
（（２）輝度、散乱光量、緻密感の測定）
　輝度は、変角測色計（スガ試験機株式会社製）を用いて評価した。
　入射角を４５度とし、塗膜表面で反射する鏡面反射領域の光を除いた、正反射光に近い
受光角５度（Ｌ５）の設定で、輝度を測定した。
　輝度は、アルミニウム顔料からの正反射光強度に比例するパラメーターであり、測定値
が大きいほど正反射光強度が高く、優れていると判断した。
　散乱光量は、ＭＡ６８II多角度分光測色計（アメリカ　エックスライト株式会社製）を
用いて評価した。
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　幾何条件は、入射４５度、フルレンジの受光（正反射角より）１５度、２５度、４５度
、７５度、１１０度とした。
　散乱光量は、正反射角より１１０度の受光量Ｌの値に相当するパラメーター（Ｌ１１０
）であり、測定値が小さいほど塗装板の散乱光が少なく光学的特性として優れていると判
断した。
　緻密感を示す指標の評価として、ＢＹＫ－ｍａｃ（ＢＹＫガードナー製）を用いて、粒
子感を評価した。
　粒子感を評価するため、拡散光（－１５度、４５度、７５度）をカメラ検出器（０度）
で検出し、明、暗の部分の均一性を数値として表示した。
　明、暗の部分の均一性の測定値は、Ｇｒａｉｎｉｎｅｓｓの値を読み取り、数値が小さ
いほど緻密感が得られていることを表すものとして判断した。
【００５１】
〔実施例１〕
　内径２ｍ、長さ３０ｃｍのボールミル内に、原料アトマイズドアルミニウム粉（平均粒
子径：２μｍ）９．５ｋｇ、ミネラルスピリット４５．８ｋｇ、及び、オレイン酸５７０
ｇからなる配合物を充填し、直径０．８ｍｍのジルコニアボールを３０９ｋｇ用いて磨砕
した。
　ジルコニアボールは、ＺｒＯ２主成分が９４質量％以上含まれ、かつ円形率が９５％以
上のものを使用した。
　ボールミルの回転数を１３ｒｐｍとし、８０時間磨砕を行った。
　磨砕終了後、ミル内のスラリーをミネラルスピリットで洗い出し、４００メッシュの振
動篩にかけ、通過したスラリーをフィルターで濾過、濃縮し、加熱残分７６質量％のケー
キを得た。
　得られたケーキを縦型ミキサー内に移し、所定量のソルベントナフサを加え、２０分間
混合し、加熱残分６６質量％のアルミニウム顔料を得た。
　得られたアルミニウム顔料について、上記（ＶＩＩ）により、輝度、散乱光量、及び緻
密感の評価を行った。
　評価結果を表１に示す。
【００５２】
〔実施例２〕
　原料アトマイズドアルミニウム粉（平均粒子径：２．２μｍ）を用い、ボールミルの回
転数を１１ｒｐｍとし、１１０時間摩砕を行った。
　その他の条件は、〔実施例１〕と同様の操作を行い、アルミニウム顔料を得た。
　得られたアルミニウム顔料について、上記（ＶＩＩ）により、輝度、散乱光量、及び緻
密感の評価を行った。
　評価結果を表１に示す。
【００５３】
〔実施例３〕
　原料アトマイズドアルミニウム粉（平均粒子径：３．５μｍ）を用い、ミネラルスピリ
ット５３．４ｋｇ、及びオレイン酸９５０ｇからなる配合物を充填し、ボールミルの回転
数を１７ｒｐｍとし、４５時間磨砕を行った。
　その他の条件は〔実施例１〕と同様の操作を行い、アルミニウム顔料を得た。
　得られたアルミニウム顔料について、上記（ＶＩＩ）により、輝度、散乱光量、及び緻
密感の評価を行った。
　評価結果を表１に示す。
【００５４】
〔実施例４〕
　前記〔実施例２〕と同様の配合物が充填されているものを用い、ボールミルによる磨砕
時間のみを１５０時間に変更して磨砕を行った。
　その他の条件は〔実施例１〕と同様の操作を行い、アルミニウム顔料を得た。
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　得られたアルミニウム顔料について、上記（ＶＩＩ）により、輝度、散乱光量、及び緻
密感の評価を行った。
　評価結果を表１に示す。
【００５５】
〔実施例５〕
　原料アトマイズドアルミニウム粉（平均粒子径：１．７μｍ）を用い、その原料アトマ
イズドアルミニウム粉８．６ｋｇ、オレイン酸５１５ｇを用いた。その他の配合は〔実施
例１〕と同様とした。
　また、ボールミルによる摩砕時間を１０５時間として磨砕を行った。
　磨砕終了後、加熱残分７４質量％のケーキを得た以外は、前記〔実施例１〕と同様の操
作を行い、アルミニウム顔料を得た。
　得られたアルミニウム顔料について、上記（ＶＩＩ）により、輝度、散乱光量、及び緻
密感の評価を行った。
　評価結果を表１に示す。
【００５６】
〔実施例６〕
　直径１．３ｍｍのガラスボール３０９ｋｇを用いた。また、〔実施例２〕と同様の配合
物を充填し、ボールミル回転数を１１ｒｐｍとし、１２０時間磨砕を行った。
　その他の条件は、前記〔実施例１〕と同様の操作を行い、アルミニウム顔料を得た。
　得られたアルミニウム顔料について、上記（ＶＩＩ）により、輝度、散乱光量、及び緻
密感の評価を行った。
　評価結果を表１に示す。
【００５７】
〔比較例１〕
　前記〔実施例１〕と同様の配合物を充填し、ボールミル回転数を２４ｒｐｍとし、５５
時間磨砕を行った。
　その他の条件は前記〔実施例１〕と同様の操作を行い、アルミニウム顔料を得た。
　得られたアルミニウム顔料について、上記（ＶＩＩ）により、輝度、散乱光量、及び緻
密感の評価を行った。
　評価結果を表１に示す。
【００５８】
〔比較例２〕
　前記〔実施例１〕と同様の配合物を充填し、ボールミル回転数を２４ｒｐｍとし、８０
時間磨砕した。
　その他の条件は前記〔実施例１〕と同様の操作を行い、アルミニウム顔料を得た。
　得られたアルミニウム顔料について、上記（ＶＩＩ）により、輝度、散乱光量、及び緻
密感の評価を行った。
　評価結果を表１に示す。
【００５９】
〔比較例３〕
　前記〔実施例２〕と同様の原料アトマイズドアルミニウム粉を用い、かつ充填量も実施
例２と同様とし、ミネラルスピリット８２．０ｋｇ、オレイン酸９５０ｇ、直径２．０ｍ
ｍのジルコニアボールを３０９ｋｇ用いた。ボールミルの回転数を１７ｒｐｍとし４０時
間磨砕を行った。
　また、磨砕終了後、加熱残分７８質量％のケーキを得た以外は、前記〔実施例１〕と同
様の操作を行い、アルミニウム顔料を得た。
　得られたアルミニウム顔料について、上記（ＶＩＩ）により、輝度、散乱光量、及び緻
密感の評価を行った。
　評価結果を表１に示す。
【００６０】
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〔比較例４〕
　原料アトマイズドアルミニウム粉（平均粒子径：４．４μｍ）を用い、その原料アトマ
イズドアルミニウム粉９．５ｋｇ、ミネラルスピリット４２．０ｋｇ、ステアリルアミン
９５０ｇ、直径２．４ｍｍスチールボールを４０８ｋｇ用いた。
　ボールミルの回転数を１７ｒｐｍとし、８時間磨砕を行った。
　また、磨砕終了後、加熱残分８２質量％のケーキを得た以外は、前記〔実施例１〕と同
様の操作を行い、アルミニウム顔料を得た。
　得られたアルミニウム顔料について、上記（ＶＩＩ）により、輝度、散乱光量、及び緻
密感の評価を行った。
　評価結果を表１に示す。
【００６１】
〔比較例５〕
　原料アトマイズドアルミニウム粉（平均粒子径：６．０μｍ）を用いた。
　ボールミル回転数を１７ｒｐｍとし、４０時間磨砕を行った。
　その他の条件は前記〔実施例１〕と同様の操作を行い、アルミニウム顔料を得た。
　得られたアルミニウム顔料について、上記（ＶＩＩ）により、輝度、散乱光量、及び緻
密感の評価を行った。
　評価結果を表１に示す。
【００６２】
〔比較例６〕
　前記〔実施例１〕と同様の原料アトマイズドアルミニウム粉を用い、かつ充填量も実施
例１と同様とした。
　直径３．０ｍｍのガラスボールを３０９ｋｇ用い、ボールミルの回転数を１７ｒｐｍと
し、６５時間磨砕を行った。
　その他の条件は、前記〔実施例１〕と同様の操作を行い、アルミニウム顔料を得た。
　得られたアルミニウム顔料について、上記（ＶＩＩ）により、輝度、散乱光量、及び緻
密感の評価を行った。
　評価結果を表１に示す。
【００６３】
〔比較例７〕
　Ｅｃｋａｒｔ製　Ｍｅｔａｌｕｒｅ　Ｌ　５５７００の金属蒸着法によるアルミニウム
顔料の輝度、散乱光量、及び緻密感の評価結果を表１に示す。
【００６４】
【表１】
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【００６５】
　表１から、本発明のアルミニウム顔料は、緻密で極めて輝度が高く、散乱光量が非常に
少ないことが分かった。
【００６６】
　本出願は、２０１５年８月１４日に日本国特許庁に出願された日本特許出願（特願２０
１５－１６０２０５）に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明のアルミニウム顔料は、自動車ボディや自動車内装用部品の高級メタリック塗料
、自動車補修用メタリック塗料、家電用メタリック塗料、携帯電話機、スマートホン、Ｐ
Ｃ、タブレット、カメラ、テレビ等の光学機器用メタリック塗料、ＰＣＭ、工業用メタリ
ック塗料、グラビア印刷、オフセット印刷、スクリーン印刷等の高級メタリック印刷イン
キ分野、及び、高級メタリック樹脂練り込み用の材料として、産業上の利用可能性を有し
ている。

【図１】 【図２】
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